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１．耐震安全性評価



3１．１ 概要 １．２ 基本方針

１．１ 概要
本資料では、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第113条の

規定に基づき実施した劣化状況評価のうち、耐震安全性評価の内容を説明する。

１．２ 基本方針
評価対象機器について発生し得る経年劣化事象に対して実施した「技術評価」

に耐震性を考慮した技術的評価を実施して、運転開始後６０年時点までの期間に
おいて「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」、「実用発電用原子炉
の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」、「実用発電用原子炉施設における
高経年化対策審査ガイド」および「実用発電用原子炉施設における高経年化対策
実施ガイド」に定める要求事項に適合することを確認する。
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１．３．１．２ 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出
耐震安全性評価対象機器において、評価対象機器・部位ごとに想定される経年劣化は、

以下のとおり分類される。
（１）高経年化対策上着目すべき経年劣化事象（○事象）
（２）高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）（△事象）
（３）高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）（▲事象）

（１）および（２）について以下のフローで、耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象
を抽出し、経年劣化を考慮した耐震安全性評価を実施する。

１．３ 評価対象と評価手法（２／１０）

耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出フロー
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１．３．１．２ 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出

１．３ 評価対象と評価手法（３／１０）

耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象

機器・構造物 コンクリートの強度・
遮蔽能力低下、

テンドンの緊張力低下

腐食

摩耗応力腐食割れ
中性子及び

γ線照射脆化
中性子照射

による靭性低下
熱時効

照射誘起型
応力腐食割れ

中性子
照射脆化

疲労割れ

全面腐食流れ加速型腐食
高サイクル

熱疲労
低サイクル

疲労

－－－－－－－◎－－－◎ポンプ

－－◎◎－－－－－－－◎熱交換器

－－－－－－－－－－－－ポンプモータ

－－－－－－－－－◎、✕＊－◎容器

－－◎－－－－◎－－◎◎配管

－－－－－－－－－－－◎弁

－－－◎－－◎－✕－－◎炉内構造物

－－－－－－－－－－－－ケーブル

－－－－－－－－－－－－電気設備

－－◎－－－－－－－－－
タービン

設備

✕－－－－－－－－－－－
コンクリート

構造物および
鉄骨構造物

－－－－－－－－－－－－
計測制御

設備

－◎◎－－－－－－－－－空調設備

－◎－◎◎◎－－－－－◎機械設備

－－－－－－－－－－－－電源設備

＊：関連温度上昇：◎、上部棚吸収エネルギーの低下：✕

◎：「現在発生しているか、または将来にわたって起こることが否定できないもの」かつ「振動応答特性上または構造・強度上「軽微もしくは無視」できない事象」
✕：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象であるが、現在発生しておらず、今後も発生の可能性がないもの、または小さいもの
－：耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に該当するものがない



7１．３ 評価対象と評価手法（４／１０）

評価手法評価項目

運転開始後６０年時点までの推定過渡回数を考慮した疲労累積係数と基準地震動Ｓｓおよ
び弾性設計用地震動Ｓｄを考慮した疲労累積係数の合計値が許容値１以下となることを確
認する。

１．低サイクル疲労
（ポンプ、熱交換器、容器、配管、弁等）

想定亀裂に対し、地震時の当該部位における発生応力を算出し、亀裂安定限界応力を超
えないことを確認する。

２．高サイクル熱疲労
（配管）

想定欠陥に対し、当該部位における地震時の応力拡大係数を算出し、運転開始後６０年時
点の中性子照射を受けた材料の破壊靭性値を下回ることを確認する。

３．中性子照射脆化
（容器）

想定亀裂に対し、当該部位における地震時の亀裂進展力を算出し、熱時効を考慮した材
料の亀裂進展抵抗と交差し、その交点において、亀裂進展抵抗の傾きが亀裂進展力の傾
きを上回っていることを確認する。

４．熱時効
（ポンプ、配管）

想定欠陥に対し、地震時の当該部位における応力拡大係数を算出し、中性子照射を受け
た材料の破壊靭性値を下回ることを確認する。

５．中性子照射による靭性低下

（炉内構造物）

想定欠陥に対し、地震時の当該部位における応力拡大係数を算出し、運転開始後６０年時
点の中性子およびγ線照射を受けた材料の破壊靭性値を超えないことを確認する。

６．中性子およびγ線照射脆化
（機械設備）

想定亀裂に対し、地震時の当該部位における発生応力を算出し、亀裂安定限界応力を超
えないことを確認する。

７．応力腐食割れ
（機械設備）

１．３．２ 評価手法
各劣化事象に対する耐震安全性評価手法の概要を以下に示す。



8１．３ 評価対象と評価手法（５／１０）

１．３．２ 評価手法

評価手法評価項目

a．熱交換器
幾何的に考えられる 大深さの摩耗減肉を仮定して、当該部位における地震時の発生応力を算

出し、許容応力を超えないことを確認する。

b．炉内構造物
シンブルチューブの取替基準に相当する摩耗を考慮して、当該部位における地震時の発生応力

を算出し、許容応力を超えないことを確認する。

c．機械設備
運転開始後６０年時点での摩耗量の一様減肉を仮定、または制御棒被覆管肉厚までの摩耗を想

定して、当該部位における地震時の発生応力を算出し、許容応力を超えないことを確認する。

８．摩耗

（熱交換器、炉内構造物、機械設備）

a．熱交換器、空調設備、電源設備
伝熱管の施栓基準肉厚まで一様減肉することを考慮して、地震時の発生応力を算出し、許容応

力を超えないことを確認する。

b．配管、タービン設備
必要 小肉厚までの一様減肉を考慮して地震時の発生応力を算出し、許容値を超えないことを

確認する。

９．流れ加速型腐食
（熱交換器、配管、タービン設備、
空調設備）

運転開始後６０年時点での腐食量の一様減肉を仮定し、当該部位における地震時の発生応力を算
出し、許容応力を超えないことを確認する。

１０．全面腐食
（空調設備、機械設備）

地震時に動的機能維持が要求される耐震安全性評価対象機器（弁、ポンプ、ファン等）について、
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象を整理し、振動応答特性上または構造・強度上「軽
微もしくは無視」できない事象とできる事象に分類のうえ、「軽微もしくは無視」できない事象につい
ては、評価を実施し耐震安全性評価上問題のないことを確認する。

１１．動的機能維持

制御棒クラスタ案内管および被覆管に、保全活動の範囲内で発生する可能性のある摩耗による抗
力の影響を考慮して、地震時の制御棒挿入時間が許容値以下であることを確認する。

１２．制御棒挿入性



9１．３ 評価対象と評価手法（６／１０）

１．３．２ 評価手法
３０年目の高経年化技術評価実施後に、技術基準適合に係る原子炉設置変更許可および

工事計画認可において採用された評価手法のうち、今回の劣化状況評価において同様に用
いた耐震安全性評価手法は、以下のとおりである。

評価手法項目

・基準地震動Ｓｓ－１～７に対する評価を行う。
（30年目の評価では、水平方向の 大加速度が も大きいＳｓ－１による評価を行い、評価結果が比較的
厳しいもの等についてのみ基準地震動Ｓｓ－２～７に対する評価を行っていた）

基準地震動

・配管の強度評価に用いる評価用加速度と同じ、1.2ZPA（従来は1.0ZPA）とスペクトルモーダル解析による
応答加速度の大きい方を評価値として扱う。

弁の動的機能維持評価におけ
る評価用加速度の不確かさの
考慮



10１．３ 評価対象と評価手法（７／１０）

１．３．３ 評価用地震力
耐震安全性評価に用いる地震力は各機器の耐震重要度に応じて以下のとおりとする。

評価用地震力耐震重要度

基準地震動Ｓｓ＊１により定まる地震力

Ｓクラス
弾性設計用地震動Ｓｄ＊２により定まる地震力と
Ｓクラスの機器に適用される静的地震力の大きい方＊３

Ｂクラスの機器に適用される静的地震力＊４Ｂクラス

Ｃクラスの機器に適用される静的地震力Ｃクラス

＊１：「実用発電用原子炉およびその附属施設の位置、構造および設備の基準に関する規則（平成２５年原子力規制委
員会規則第5号）」に基づき策定した、応答スペクトルに基づく地震動評価結果による基準地震動(Ｓｓ－１）、断層モ
デルを用いた手法による地震動評価結果による基準地震動（Ｓｓ－２～Ｓｓ－５）および震源を特定せず策定する
基準地震動（Ｓｓ－６、Ｓｓ－７）。

＊２：弾性設計用地震動Ｓｄ－１～７の応答スペクトルは、基準地震動Ｓｓ－１～７の応答スペクトルに対して係数0.5を
乗じて設定している。なお、Ｓｄ－１については、旧耐震指針における高浜３・４号炉の基準地震動Ｓ１の応答スペ
クトルを下回らないよう配慮している。

＊３：Ｓｓ地震力および弾性設計用地震力による評価のうち、許容値が同じものについては厳しい方の数値で代表する。
また、許容値が異なりＳｓ地震力が弾性設計用地震力より大きく、Ｓｓ地震力による評価応力が弾性設計用地震力
の許容応力を下回る場合は、弾性設計用地震力による評価を実施したものとみなす。

＊４：支持構造物の振動と共振のおそれがあるものについては、弾性設計用地震動Ｓｄにより定まる地震力の１／２に
ついても考慮する。



11１．３ 評価対象と評価手法（８／１０）

１．３．４ 評価用地震動
高浜３号炉、４号炉の劣化状況評価における耐震安全性評価では、原子炉設置変更許可

（平成２７年２月）にて設定されている基準地震動を用いて評価を実施する。

大加速度
内容基準地震動

鉛直方向水平方向

467㎝/s2700㎝/s2設計用模擬地震波Ｓｓ-1

334㎝/s2376㎝/s2

ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層を考慮した地震波

Ｓｓ-2

313㎝/s2396㎝/s2Ｓｓ-3

218㎝/s2255㎝/s2Ｓｓ-4

320㎝/s2374㎝/s2上林川断層を考慮した地震波Ｓｓ-5

485㎝/s2(EW) 531㎝/s2 (NS) 528㎝/s2鳥取県西部地震を考慮した地震波Ｓｓ-6

320㎝/s2620㎝/s2北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震波Ｓｓ-7

なお、高浜発電所については、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造
及び設備の基準に関する規則の解釈等の一部改正に係る対応について（指示）
（2021年4月26日発信）」への対応として新たに制定された標準応答スペクトルと、基準
地震動との比較を行い、標準応答スペクトルは基準地震動Ｓｓ－１に包絡されることを
確認している。



12１．３ 評価対象と評価手法（９／１０）

１．３．５ 代表の選定
「技術評価」における評価対象機器全てを対象として耐震安全上考慮する必要のある経年劣化

事象を抽出し、経年劣化を考慮した耐震安全性評価を実施することにより、耐震安全性問題ない
ことを確認している。

耐震安全性評価を実施する機器のうち、以下に示す代表について評価内容を記載する。

選定理由
詳細評価内容を記載する

機器・部位
評価項目

基準地震動ＳｓまたはＳｄによる疲労累積係数が も
大きい機器

伸縮継手
（主給水系統配管貫通部）

低サイクル疲労

発生応力と許容応力の比にて評価を実施した機器
アンカーサポート取付部
（余熱除去系統配管）

高サイクル熱疲労を考慮した評価が必要となる機器ステンレス鋼配管（余熱除去系統配管）高サイクル熱疲労

中性子照射脆化を考慮した評価が必要となる機器原子炉容器胴部（炉心領域部）中性子照射脆化

熱時効を考慮する必要のある機器のうち、機器に
作用する応力が 大の機器

１次冷却材管熱時効

中性子照射による靭性低下を考慮した評価が必要と
なる機器

炉心そう
中性子照射による
靭性低下

中性子およびγ線照射脆化を考慮した評価が必要と
なる機器

原子炉容器サポート
（サポートブラケット（サポートリブ））

中性子およびγ線
照射脆化

応力腐食割れを考慮した評価の結果、発生応力と亀裂
安定限界応力の比が も大きい部位

廃液蒸発装置蒸発器胴板応力腐食割れ



13１．３ 評価対象と評価手法（１０／１０）

１．３．５ 代表の選定

選定理由
詳細評価内容を記載する

機器・部位
評価項目

摩耗を考慮した耐震評価の結果、発生応力と許容応力
の比が も大きい機器

蒸気発生器サポート
（支持脚（ヒンジ摺動部）

摩耗
高浜３・４号炉でのみ耐震安全上考慮する必要のある経
年劣化事象として抽出されている箇所

蒸気発生器
伝熱管（管支持板直下部）

耐震重要度が高く、配管の腐食（流れ加速型腐食）による
配管減肉を考慮した耐震評価の結果、発生応力と許容
応力の比が 大である箇所

炭素鋼配管
（主蒸気系統配管）

流れ加速型腐食
耐震重要度が高く、内部流体が海水であり、伝熱管の
腐食（流れ加速型腐食）の耐震評価の結果、発生応力
と許容応力の比が も大きい機器

原子炉補機冷却水冷却器伝熱管

腐食（全面腐食）を考慮した評価の結果、発生応力と
許容応力の比が 大である機器

基礎ボルト全面腐食

機器の応答加速度に影響を与える経年劣化事象である、
配管の流れ加速型腐食による減肉を考慮した耐震評価
対象範囲に設置される動的機能維持対象機器

主蒸気逃がし弁動的機能維持

制御棒挿入性を考慮した評価が必要となる機器
制御棒クラスタ案内管（案内板）、
制御棒被覆管

制御棒挿入性













19１．４ 代表の耐震安全性評価（６／ １７）

１．４．１．５ 中性子照射による靭性低下

耐震安全性評価

炉心そう溶接部 炉心そう溶接部に有意な欠陥が存在すると仮定し、運転開始後
６０年時点におけるＳＳ地震発生時の応力拡大係数Ｋ、破壊靭性
値ＫⅠＣを評価し、ＫがＫⅠＣを上まわらないことを確認した。

評価機器・部位

破壊靭性値ＫIC

(MPa√m)

応力拡大係数
Ｋ

(MPa√m)

応力拡大係数
／

破壊靭性値

評価
地震力

耐震
重要度

号炉

516.90.14

ＳｓＳ

３号炉

516.90.14４号炉

評価部位（炉心そう）と亀裂想定

耐震安全性評価結果



20１．４ 代表の耐震安全性評価（７／ １７）

１．４．１．６ 中性子およびγ線照射脆化

耐震安全性評価

原子炉容器サポート（サポートブラケット（サポートリブ））

原子炉容器サポートのサポートリブに有意な欠陥が存在すると
仮定し、運転開始後６０年時点におけるＳｓ地震発生時の応力
拡大係数ＫⅠ破壊靭性値ＫⅠＲを評価し、ＫⅠがＫⅠＲを上まわら
ないことを確認した。

評価機器・部位

破壊靭性値ＫIR
＊2

(MPa√m)
応力拡大係数ＫI

(MPa√m)

応力拡大係数
／

破壊靭性値

評価
地震力

耐震
重要度

号炉

32.06.80.21

Ｓｓ＊1Ｓ
３号炉

32.66.80.21４号炉

＊1 Ｓｓ地震力がＳｄ地震力およびＳクラスの機器に適用される静的地震力より大きく、Ｓｓ地震力による発生 応力が
Ｓｄ地震力およびＳクラスの機器に適用される静的地震力の許容応力を下回るため、Ｓｄ地震力および静的地震
力による評価を省略した。

評価部位（原子炉容器サポート）

耐震安全性評価結果

＊2 KⅠRはASME2007年版改正時にKⅠC（＝36.5+22.783exp(0.036(T-TNDT)))へ変更されているが、KⅠR＜KⅠCであり
KⅠRの方が保守的であることを確認し使用している。





22１．４ 代表の耐震安全性評価（９／ １７）

１．４．１．８ 摩耗

耐震安全性評価

蒸気発生器支持脚（ヒンジ摺動部）

運転開始後６０年時点におけるヒンジ摺動部の摩
耗による減肉を想定し、地震時に当該部に発生す
る応力を算出し、許容応力を上回らないことを確
認した。

評価機器・部位

４号炉３号炉

応力種別
許容応力

状態
評価

地震力
耐震

重要度 許容応力＊2 

(MPa)
発生応力

(MPa)
応力比

許容応力＊2 

(MPa)
発生応力

(MPa)
応力比

180460.26180460.26一次応力
ⅣＡＳＳｓ＊1Ｓ

4262750.654262750.65一次＋二次応力

＊1 Ｓｓ地震力がＳｄ地震力およびＳクラスの機器に適用される静的地震力より大きく、Ｓｓ地震力による発生応力がＳｄ地震力および
Ｓクラスの機器に適用される静的地震力の許容応力を下回るため、Ｓｄ地震力および静的地震力による評価を省略した。

＊2 設計・建設規格付録材料図表Part5表８および表９より求まる値

評価部位（蒸気発生器支持脚ヒンジ摺動部）

耐震安全性評価結果





24１．４ 代表の耐震安全性評価（１１／ １７）

１．４．１．９ 流れ加速型腐食

耐震安全性評価

炭素鋼配管（主蒸気系統配管）

配管内面の減肉管理箇所に必要 小
肉厚までの一様減肉を想定したうえ、地
震時の発生応力を算出し、許容応力を
上まわらないことを確認した。

なお高浜３号炉のＳｓ地震時は一次＋二
次応力が許容応力を超えるため
JEAG4601「原子力発電所耐震設計技
術指針」に従い疲労評価を行った結果、
疲労累積係数が許容値の１を上まわら
ないことを確認した。

評価機器・部位

地震動による
疲労累積係数
（許容値1以下）

許容応
力＊2 

(MPa)

発生応
力＊1 

(MPa)
応力比

応力
種別

許容
応力
状態

評価
地震力

耐震
重要度

号炉

－3152150.68一次応力
ⅣＡＳＳｓ

Ｓ

３号炉
0.3103183371.06一次＋二次応力

－1591250.79一次応力
ⅢＡＳＳｄ

－3181370.43一次＋二次応力

－3151800.57一次応力
ⅣＡＳＳｓ

４号炉
－3182330.73一次＋二次応力

－1591270.80一次応力
ⅢＡＳＳｄ

－3181270.40一次＋二次応力

＊1 系統内の評価対象ライン中で 大の発生応力を示す
＊2 設計・建設規格付録材料図表Part5表８および表９より求まる値

流れ加速型腐食が想定される代表的な部位と減肉想定のイメージ

耐震安全性評価結果







27１．４ 代表の耐震安全性評価（１４／ １７）

１．４．１．１１ 動的機能維持に係る耐震安全性評価

耐震安全性評価

主蒸気逃がし弁（空気作動グローブ弁）

弁が接続する配管の流れ加速型腐食による振動応答
特性への影響を考慮し、弁を含む配管系の応答解析
により算出される地震時の弁駆動部の応答加速度が、
機能確認済加速度を上まわらないことを確認した。

評価機器・部位

機能確認済加速度
(×9.8m/s2)

応答加速度＊1、＊2

(×9.8m/s2)
評価地震力

耐震
重要度

号炉

6.04.6水平

ＳｓＳ

３号炉
6.01.0鉛直

6.02.7水平
４号炉

6.01.1鉛直

＊1 A～C主蒸気逃し弁の 大値
＊2 スペクトルモーダル解析（振動数確認範囲50Hzまで）による地震応答解析により得られた値

耐震安全性評価結果

空気作動グローブ弁
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蒸気発生器支持脚ヒンジ摺動部の摩耗（P22）については、Ｓｓ地震による水平
２方向と鉛直方向の組合せ影響評価を行い、以下のとおり発生応力が許容応力

を上回らないことから、耐震安全性に影響のないことを確認した。

許容応力*1

(MPa)
発生応力

(MPa)
応力比応力種別

許容応力
状態

評価
地震力

耐震
重要度

号炉

180650.37一次応力

ⅣＡＳＳｓＳ

３号炉
4263890.91一次＋二次応力

180660.37一次応力
４号炉

4263890.91一次＋二次応力

蒸気発生器支持脚（ヒンジ摺動部）に対する影響評価結果

１．４ 代表の耐震安全性評価（１６／１７）

＊1 設計・建設規格付録材料図表Part5表８および表９より求まる値

また、主蒸気逃がし弁（動的機能維持）（P27）についても、Ｓｓ地震による水平
２方向と鉛直方向の組合せ影響評価を行い、以下のとおり応答加速度が機能
確認済加速度を上回らないことから、耐震安全性に影響のないことを確認した。

機能確認済加速度
応答加速度 Ｓｓ（水平）

〔Ｇ〕
号炉

6.06.0３号炉

6.03.7４号炉

主蒸気逃し弁（動的機能維持）に対する影響評価結果

（注）1G＝9.80665（m/s2）



30１．４ 代表の耐震安全性評価（１７／１７）

１．４．２ 現状保全
耐震安全性評価対象機器の現状保全については「技術評価」のとおりである。

１．４．３ 総合評価
「技術評価」の評価対象機器の耐震安全性評価については、経年劣化事象を

考慮した場合においても、「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」、
「実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」、「実用発電用
原子炉施設における高経年化対策審査ガイド」および「実用発電用原子炉施設に
おける高経年化対策実施ガイド」の要求事項を満足し、耐震安全性に問題のない
ことを確認した。

また、耐震安全性評価対象機器の現状保全については、耐震安全上考慮する
必要のある経年劣化状況を考慮した耐震評価を行い、耐震安全性に問題ないこ
とを確認しており、各設備の現状保全は適切であることから、現状保全に追加す
べき新たな保全策は抽出されなかった。



31１．５ まとめ（１／５）

１．５．１ 審査ガイド適合性
「２．基本方針」で示した要求事項について耐震安全性評価を行った結果、すべての要求事項を

満足しており、審査基準に適合していることを確認した。

耐震安全性評価結果要求事項ガイド

1.4.1.1、1.4.1.8、1.4.1.9、1.4.1.10に示すとおり、考
慮すべき経年劣化事象に対し地震時に発生する
応力および疲れ累積係数を評価し、延長しようと
する期間において、許容限界を下回っていること
を確認した。

２．実用炉規則第１１３条第２項第２号に掲げる原子炉その他の設備の劣化の状況に関する技術的
な評価の結果、延長しようとする期間において、同評価の対象となる機器・構造物が下表に掲げる
要求事項（以下「要求事項」という。）に適合すること、又は同評価の結果、要求事項に適合しない場
合には同項第３号に掲げる延長しようとする期間における原子炉その他の設備に係る施設管理方
針の実施を考慮した上で、延長しようとする期間において、要求事項に適合すること。

○経年劣化事象を考慮した機器・構造物について地震時に発生する応力及び疲れ累積係数を
評価した結果、耐震設計上の許容限界を下回ること

実用発電用原
子炉の運転の
期間の延長の

審査基準

1.4.1.3、1.4.1.4、1.4.1.5、1.4.1.6、1.4.1.7に示すとお
り、考慮すべき経年劣化事象に対し地震時に発
生する応力、亀裂進展力および応力拡大係数を
評価し、想定する亀裂に対する破壊力学評価を
行って、延長しようとする期間において、許容限
界を下回ることを確認した。

○経年劣化事象を考慮した機器・構造物について地震時に発生する応力、亀裂進展力及び応力
拡大係数を評価した結果、想定亀裂（欠陥）に対する破壊力学評価上の許容限界を下回ること。

1.4.1.11に示すとおり、延長しようとする期間にお
いて、弁に接続する配管の流れ加速型腐食によ
る振動応答特性への影響を考慮しても、地震時
の応答加速度が機能確認済加速度以下である
ことを確認した。
また、考慮すべき経年劣化事象に対する耐震安
全性評価の実施により、延長しようとする期間に
おいて、機器等における動的機能維持に必要と
なる部位での経年劣化事象は、機器の振動応答
特性への影響が「軽微もしくは無視」できるもの
であることを確認した。

○経年劣化事象を考慮した、地震時に動的機能が要求される機器・構造物の地震時の応答加速
度を評価した結果、機能確認済加速度以下であること。

1.4.1.12に示すとおり、考慮すべき経年劣化事象
に対し制御棒挿入時間を評価し、延長しようとす
る期間において、安全評価上の規定時間以下で
あることを確認した。

○経年劣化事象を考慮した、地震時の燃料集合体の変位を評価した結果、機能確認済相対変
位以下であるか又は、同様に制御棒挿入時間を評価した結果、安全評価上の規定時間以下
であること。



32１．５ まとめ（２／５）

耐震安全性評価結果要求事項ガイド

1.3.1.1、1.3.1.2に示すとおり、耐震安全上考慮
する必要のある経年劣化事象の抽出フローに
より、耐震安全上考慮する必要のある経年劣
化事象を抽出した結果、耐震安全性に関して
特別点検によって確認する事項はない。

3.2(1)「延長しようとする期間における運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況に関する技
術的な評価」（以下「劣化状況評価」という。）の記載内容について評価の対象とする機器・構造物及び評
価手法は、実用炉規則第８２条第２項に規定する運転開始後４０年を迎える発電用原子炉に係る発電用
原子炉施設についての経年劣化に関する技術的な評価におけるものと同様とする。特に運転期間延長
認可申請に伴うものとして評価を行い、その結果の記載が求められる事項は次のとおり。

①上記３．１の特別点検の結果を踏まえた劣化状況評価。

実用発電用
原子炉の運
転期間延長
認可申請に
係る運用ガ

イド

1.4.1.1、1.4.1.8、1.4.1.9、1.4.1.10に示すとおり、
考慮すべき経年劣化事象に対し地震時に発
生する応力および疲れ累積係数を評価し、延
長しようとする期間において、許容限界を下
回っていることを確認した。
また、1.4.1.3、1.4.1.4、1.4.1.5、1.4.1.6、1.4.1.7に
示すとおり、考慮すべき経年劣化事象に対し
地震時に発生する応力、亀裂進展力および応
力拡大係数を評価し、想定する亀裂に対する
破壊力学評価を行って、延長しようとする期間
において、許容限界を下回ることを確認した。
さらに、1.4.1.11に示すとおり、延長しようとする
期間において、弁に接続する配管の流れ加速
型腐食による振動応答特性への影響を考慮し
ても、地震時の応答加速度が機能確認済加速
度以下であることを確認した。また、考慮すべ
き経年劣化事象に対する耐震安全性評価の
実施により、延長しようとする期間において、
機器等における動的機能維持に必要となる部
位での経年劣化事象は、機器の振動応答特
性への影響が「軽微もしくは無視」できるもの
であることを確認した。
加えて、1.4.1.12に示すとおり、考慮すべき経
年劣化事象に対し制御棒挿入時間を評価し、
延長しようとする期間において、安全評価上の
規定時間以下であることを確認した。

④実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則
第６号。以下「技術基準規則」という。）（運転開始以後４０年を経過する日において適用されているも
のに限る。）に定める基準に照らした評価。



33１．５ まとめ（３／５）

耐震安全性評価結果要求事項ガイド

1.3.1.1、1.3.1.2に示すとおり、耐震安全上考慮す
る必要のある経年劣化事象の抽出フローにより、
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象
を抽出した結果、耐震安全性に関して特別点検
によって確認する事項はない。

3.3(1)「延長しようとする期間における原子炉その他の設備に係る施設管理方針」（以下「施設管理方
針」という。）の策定に係る手法は、実用炉規則第８２条第２項に規定する運転開始後４０年を迎える
発電用原子炉に係る発電用原子炉施設についての施設管理に関する方針の策定と同様とする。特
に運転期間延長認可申請に伴い策定するものとして記載が求められる事項は次のとおり。

①上記３．２の劣化状況評価を踏まえた施設管理方針。

実用発電用
原子炉の運
転期間延長
認可申請に

係る運用ガイ
ド

1.4.1.1～1.4.1.12に示すとおり、運転開始後60年
時点までの経年劣化を考慮した状態における耐
震安全性評価を実施している。

３．高経年化技術評価等の審査の視点・着眼点
(1)高経年化技術評価の審査

⑳-1 耐震安全性の評価
実施ガイド3.1⑤に規定する期間の満了日までの期間について、経年劣化事象の発生又は

進展に伴う機器・構造物の耐震安全性を評価しているかを審査する。

実用発電用
原子炉施設
における高
経年化対策
審査ガイド

1.4.2、1.4.3に示すとおり、耐震安全性評価を実施
してガイドを満足していることから、耐震安全性に
対する現状の保全策は妥当であると評価してい
る。

㉑-1 耐震安全上の現状保全の評価
耐震安全性に対する現状の保全策の妥当性を評価しているかを審査する。

1.4.3に示すとおり、耐震安全評価を実施してガイ
ドを満足していることから、現状保全に追加すべ
き新たな保全策はないと評価している。

㉒-1 耐震安全上の追加保全策の策定
想定した経年劣化事象に対し、耐震安全性が確保されない場合に、現状保全に追加する

必要のある新たな保全策を適切に策定しているかを審査する。

1.4.3に示すとおり、追加保全策については抽出さ
れていないため、長期施設管理方針は高経年化
対策の視点から充実すべき施設管理の項目は
ないと評価している。

(2)長期施設管理方針の審査
①長期施設管理方針の策定

すべての追加保全策について長期保守管理方針 として策定されているかを審査する。
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耐震安全性評価結果要求事項ガイド

1.4.1～1.4.3に示すとおり、耐震安全上考慮す
る必要のある経年劣化事象については、経年
劣化を加味した機器・構造物の耐震安全性評
価を行い、ガイドを満足して耐震安全上問題
のないことを確認している。また、現状の保全
策についても妥当であることを確認しており、
追加保全策はないと評価している。

3.1 高経年化技術評価の実施及び見直し
⑥耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象については、経年劣化を加味した機器・構造

物の耐震安全性評価を行い、必要に応じ追加保全策を抽出すること。

実用発電用
原子炉施設
における高
経年化対策
実施ガイド

1.3.4に示すとおり、設置変更許可にて規制基
準の要求を満足する基準地震動および弾性
設計用地震動を用いて評価を実施している。

実用炉規則第82条第1項から第3項までの規定による高経年化技術評価に係る耐震安全性
評価は、規制基準（当該評価を行う時点後の直近の運転開始以後30年、40年又は50年を経
過する日において適用されているものに限る。）の要求を満たすことが確認された確定した基
準地震動及び弾性設計用地震動を用いた評価を行うこと。当該高経年化技術評価後に、当該
評価に用いた基準地震動及び弾性設計用地震動が見直された場合には、高経年化技術評価
を速やかに見直すこと。

⑥を行うに当たっては、ＰＬＭ基準2008版の6.3.4耐震安全性評価を用いることができる。

1.4.3に示すとおり、追加保全策については抽
出されないため、長期施設管理方針は高経年
化対策の視点から充実すべき施設管理の項
目はないと評価している。

3.2 長期施設管理方針の策定及び変更
長期施設管理方針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事項を満たすこと。

①高経年化技術評価の結果抽出された全ての追加保全策（発電用原子炉の運転を断続的に行
うことを前提として抽出されたもの及び冷温停止状態が維持されることを前提として抽出され
たものの全て。）について、発電用原子炉ごとに、施設管理の項目及び当該項目ごとの実施時
期を規定した長期施設管理方針を策定すること。

なお、高経年化技術評価の結果抽出された追加保全策について、発電用原子炉の運転を断
続的に行うことを前提とした評価から抽出されたものと冷温停止状態が維持されることを前提
とした評価から抽出されたものの間で、その対象の経年劣化事象及び機器・構造物の部位が
重複するものについては、双方の追加保全策を踏まえた保守的な長期施設管理方針を策定
すること。
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１．５．２ 長期施設管理方針として策定する事項
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化状況を考慮した耐震評価を行い、

耐震安全性に問題ないことを確認しており、各設備の現状保全は適切である
ことから、現状保全に追加する必要のある新たな保全策はない。
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２．耐津波安全性評価



37２．１ 概要 ２．２ 基本方針

２．１ 概要
本資料では、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第113条の

規定に基づき実施した高経年化技術評価のうち、耐津波安全性評価の評価の
内容を説明する。

２．２ 基本方針
評価対象機器について発生し得る経年劣化事象に対して実施した「技術評価」

に耐津波安全性を考慮した技術的評価を実施して、運転開始後60年時点までの
期間において「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」、「実用発電
用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」、「実用発電用原子炉施設
における高経年化対策審査ガイド」および「実用発電用原子炉施設における高経
年化対策実施ガイド」に定める要求事項に適合することを確認する。



38２．３ 評価対象と評価手法

（１） 評価対象
「基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド」（原子力規制委員会、平成25年6月19日）

において津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備および津波影響軽減施設・設備が耐津
波設計対象とされていることから、「技術評価」の対象機器・構造物のうち浸水防護施設を評価
対象とし、そのうち、津波による浸水高、または波力等による影響を受けると考えられるものを
耐津波安全性評価の評価対象設備とする。
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（１） 耐津波安全性評価
評価対象設備は以下のとおりである。（３号炉、４号炉）

評価対象／
対象外の区別

浸水防護施設の区分設備

対象津波防護施設
防潮ゲート

（道路部、水路部）
コンクリート構造物

コンクリート構造物
および鉄骨構造物

対象津波防護施設
放水口側防潮堤

（防潮扉含む）

対象津波防護施設防潮ゲート（水路部）

鉄骨構造物

対象津波防護施設
放水口側防潮堤

（防潮扉含む）

対象津波防護施設屋外排水路逆流防止設備

対象浸水防止設備取水構造物（浸水防止蓋）

対象津波防護施設放水ピット止水板

対象外*２津波防護施設潮位計*１

プロセス計測制御設備

計測制御設備
対象津波監視設備潮位計

対象外*２津波防護施設衛星電話*１

制御設備
対象外*２津波監視設備津波監視カメラ

＊１：潮位観測システム（防護用）を構成する機器。
＊２：津波監視カメラは、津波の影響を受けない位置に設置するため、耐津波安全性評価対象外とする。

また、衛星電話および潮位計（津波防護施設）は、波力及び漂流物の影響を受けない位置に設置するため、耐津波

安全性評価対象外とする。
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（１） 耐津波安全性評価
浸水防護施設に想定される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は以下のとおりである。
（３号炉、４号炉）

想定される経年劣化事象

浸水防護施設＊1

塩分浸透による
強度低下＊3

中性化による
強度低下＊2

✕✕
防潮ゲート
（道路部、水路部）

津波防護施設コンクリート構造物

－✕
放水口側防潮堤

（防潮扉含む）

＊1：浸水防護施設の止水材料は定期取替品とし、高経年化技術評価対象外とする。
＊2：運転開始60年時点で想定される中性化深さは、鉄筋が腐食し始めるときの中性化深さと比較して十分小さい。
＊3：運転開始60年時点で想定される鉄筋腐食減量は、かぶりコンクリートにひび割れが生じるとされる鉄筋腐食減量と

比較して十分小さい。

○：評価対象（現在発生しているか、または将来にわたって起こることが否定できない事象）
✕：評価対象から除外（現在発生しておらず今後発生の可能性がない、または小さい事象）
－：評価対象とする構造物ではないもの
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（１） 耐津波安全性評価
浸水防護施設に想定される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち、耐津波安全上

考慮すべき経年劣化事象は以下のとおりである。
（３号炉、４号炉）

◎：耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象
－：評価対象から除外（現在発生しておらず今後発生の可能性がない、または小さい事象）

想定される経年劣化事象

浸水防護施設
塩分浸透による

強度低下
中性化による

強度低下

－－
防潮ゲート
（道路部、水路部）

津波防護施設コンクリート構造物

－－
放水口側防潮堤

（防潮扉含む）
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（１） 耐津波安全性評価
浸水防護施設に想定される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象のうち、

耐津波安全上考慮すべき経年劣化事象は以下のとおりである。
（３号炉、４号炉）

■：評価対象から除外（現在発生しているか、または将来にわたって起こることが否定できないが、機器・構造物の構造・強度
上および止水性上｢軽微もしくは無視｣できるもの）

－：評価対象から除外（経年劣化事象が想定されない事象）

判断理由
事象
区分

経年劣化事象浸水防護施設

目視確認による健全性確認を実施しており、仮に腐
食が発生しても、現状保全によって管理される程度
の範囲の進行では、断面減少による応力増加への
影響は軽微であることから、耐津波安全性に影響
を与えるものではない。（浸水防止蓋はステンレス
鋼であるため腐食は想定されない）

■鉄骨の強度低下

鉄骨構造物（防潮
ゲート（水路部）、放
水口側防潮堤（防潮
扉含む）、放水ピット
止水板）

コンクリート構造物
および鉄骨構造物

（基礎ボルトはステンレス鋼であるため腐食は想定
されない）

－－潮位計
プロセス計測
制御設備
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（２） 経年劣化事象を考慮した耐津波安全性評価
耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象は抽出されなかったため、

実施すべき耐津波安全性評価はない。

（３） 保全対策に反映すべき項目の抽出
浸水防護施設においては、「技術評価」にて検討された保全対策に、耐津

波安全性の観点から追加すべき項目はない。
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（１） 審査基準適合性
「２．基本方針」で示した要求事項について耐津波安全性評価を行った結果、すべての要求事項を

満足しており、審査基準に適合していることを確認した。

耐津波安全性評価結果要求事項ガイド

2.4.(1)および2.4.(2)に示すとおり、耐津

波安全上考慮する必要のある経年劣

化事象は抽出されなかったため、実施

すべき耐津波安全性評価はなかった。

２．実用炉規則第１１３条第２項第２号に掲げる原子炉その他の設備の劣化の状況に関する技

術的な評価の結果、延長しようとする期間において、同評価の対象となる機器・構造物が下表

に掲げる要求事項（以下「要求事項」という。）に適合すること、又は同評価の結果、要求事項

に適合しない場合には同項第３号に掲げる延長しようとする期間における原子炉その他の設

備に係る施設管理方針の実施を考慮した上で、延長しようとする期間において、要求事項に

適合すること。

○経年劣化事象を考慮した機器・構造物について、津波時に発生する応力等を評価した結果、

許容限界を下回ること。

実用発電用

原子炉の運

転の期間の

延長の審査

基準

2.3.(1)および2.3.(2)に示すとおり、耐津

波安全上考慮する必要のある経年劣

化事象の抽出フローにより、耐津波安

全上考慮する必要のある経年劣化事

象を抽出した結果、耐津波安全性に関

して特別点検によって確認する事項は

なかった。

また、2.4.(1)および2.4.(2)に示すとおり、

耐津波安全上考慮する必要のある経

年劣化事象は抽出されなかったため、

実施すべき耐津波安全性評価はな

かった。

3.2(1)「延長しようとする期間における運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況に

関する技術的な評価」（以下「劣化状況評価」という。）の記載内容について評価の対象とす

る機器・構造物及び評価手法は、実用炉規則第８２条第２項に規定する運転開始後４０年を

迎える発電用原子炉に係る発電用原子炉施設についての経年劣化に関する技術的な評価

におけるものと同様とする。特に運転期間延長認可申請に伴い策定するものとして記載が

求められる事項は次のとおり。

①上記３．１の特別点検の結果を踏まえた劣化状況評価。

④実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５年原子力規制

委員会規則第６号。以下「技術基準規則」という。）（運転開始以後４０年を経過する日にお

いて適用されているものに限る。）に定める基準に照らした評価。

実用発電用

原子炉の運

転期間延長

認可申請に

係る運用ガ

イド

2.4.(3)に示すとおり、追加保全策につ

いては抽出されないため、長期施設管

理方針に高経年化対策の視点から充

実すべき施設管理の項目はないと評

価した。

3.3(1)「延長しようとする期間における原子炉その他の設備に係る施設管理方針」（以下「施設管

理方針」という。）の策定に係る手法は、実用炉規則第８２条第２項に規定する運転開始後４

０年を迎える発電用原子炉に係る発電用原子炉施設についての施設管理に関する方針の

策定と同様とする。特に運転期間延長認可申請に伴い策定するものとして記載が求められ

る事項は次のとおり。

①上記３．２の劣化状況評価を踏まえた施設管理方針。
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耐津波安全性評価結果要求事項ガイド

2.4.(1)および2.4.(2)に示すとおり、耐津
波安全性評価の対象となる浸水防護
施設を抽出するとともに、想定される
経年劣化事象を抽出した結果、耐津波
安全上考慮する必要のある経年劣化
事象は抽出されなかった。

３．高経年化技術評価等の審査の視点・着眼点
(1)高経年化技術評価の審査

⑳-2 耐津波安全性の評価
実施ガイド3.1⑤に規定する期間の満了日までの期間について、経年劣化事象の発生又は

進展に伴う浸水防護施設に属する機器等の耐津波安全性を評価しているかを審査する。
実用発電用
原子炉施設
における高
経年化対策
審査ガイド

㉑-2 耐津波安全上の現状保全の評価
耐津波安全性に対する現状の保全策の妥当性を評価しているかを審査する。

㉒-2 耐津波安全上の追加保全策の策定
想定した経年劣化事象に対し、耐津波安全性が確保されない場合に、現状保全に追加す

る必要のある新たな保全策を適切に策定しているかを審査する。

2.4.(3)に示すとおり、現状保全項目に
耐津波安全性の観点から追加すべき
項目はないと評価した。

(2)長期施設管理方針の審査
① 長期施設管理方針の策定

すべての追加保全策について長期保守管理方針として策定されているかを審査する。

2.4.(3)に示すとおり、現状保全項目に
耐津波安全性の観点から追加すべき
項目はないと評価した。

3.1 高経年化技術評価の実施及び見直し
高経年化技術評価の実施及び見直しに当たっては、以下の要求事項を満たすこと。

⑦耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象については、経年劣化を加味した機器・構
造物の耐津波安全性評価を行い、必要に応じ追加保全策を抽出すること。実用発電用

原子炉施設
における高
経年化対策
実施ガイド

3.2 長期施設管理方針の策定及び変更
長期施設管理方針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事項を満たすこと。

①高経年化技術評価の結果抽出された全ての追加保全策（発電用原子炉の運転を断続的に行
うことを前提として抽出されたもの及び冷温停止状態が維持されることを前提として抽出され
たものの全て。）について、発電用原子炉ごとに、施設管理の項目及び当該項目ごとの実施時
期を規定した長期施設管理方針を策定すること。



47２．５ まとめ（３／３）

（２） 長期施設管理方針として策定する事項
長期施設管理方針として策定する事項は抽出されなかった。




